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Ⅱ 契約実施機関が締結する契約（地方防衛局等が発注する建設工事等を除く。）に関する審議

審 議 対 象 期 間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日

審 議 対 象 件 数 １，０４１件

１．入札状況について（入札参加資格の設定、指名及び落札者決定の経緯等について）

抽 出 件 数 ７件 （審議概要）

１ 抽出事案について

一 般 競 争 ６件

指 名 競 争 ０件

随 意 契 約 １件

意 見 ・ 質 問 回 答

○ 委員からの 【発注実績について】

意見・質問 特に意見なし

○ それに対する 【抽出事案について】

回答等 １［令和４年度日出生台演習場周辺

の移転補償等に係る不動産鑑定

評価業務］（一般競争契約（複

数者応札））

２［令和４年度芦屋及び築城飛行場

周辺の移転補償等に係る不動産

鑑定評価業務］（一般競争契約

（複数者応札））

３［令和４年度新田原飛行場周辺の

移転補償等に係る不動産鑑定評

価業務］（一般競争契約（複数

者応札））

４［令和４年度鹿屋飛行場周辺の移

転補償等に係る不動産鑑定評価

業務］（一般競争契約（複数者

応札））

５［種子島島内における不動産鑑定

評価業務］（一般競争契約（１

者応札））

６［種子島島内における不動産鑑定

評価業務（その２）］（一般競争

契約（複数者応札））

・ 予定価格の算定方法と、落札率 ・ 予定価格については、「公共事

が低い理由を説明して下さい。 業に係る不動産鑑定報酬基準につ
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意 見 ・ 質 問 回 答

○ 委員からの いて」（令和２年３月１７日中央

意見・質問 用地対策連絡協議会理事会申し合

わせ）（以下、「不動産鑑定報酬基

○ それに対する 準」という。）に基づき算定して

回答等 います。

なお、実際に落札した業者に対

しヒアリングを実施したところ、

中小の不動産鑑定業者の仕事量が

少なく受注意欲が高いこと、鑑定

士自らが現地確認や事例収集など

の作業を行っており人件費の軽減

が図れること、また、対象地は地

域的に大きな差が無く、同一地域

に複数の対象をまとめることで効

率的に作業を行うことができると

判断し、経費の低減が図れ、入札

価格を低く抑えられたとのことで

した。

・ 異常に低い落札率（１０％～２ ・ 実際に落札した業者に対しヒア

０％）となっていますが、どのよ リングを行い、また、落札価格に

うにお考えですか。 近い金額の入札者もいるため、他

社を排除するような意図は無かっ

たと考えられます。

よって、入札公告に記載の「当

該落札者と契約することが著しく

不適当」には該当しないと考えて

います。

・ 予定価格を積算する根拠とし ・ 不動産鑑定の予定価格は、不動

て、不動産鑑定報酬基準を用いる 産鑑定報酬基準に基づき積算して

理由を教えて下さい。 おり、この基準は、中央用地対策

連絡協議会事務局長が発出してお

ります。同協議会は国土交通省に

事務局を設け、行政機関等が会員

となっている組織であり、公共用

地の取得の適正化とその円滑化に

寄与することを目的としており、

当局もこの通知に基づき積算して

います。

委員会による意見の なし

具申又は勧告の内容
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意 見 ・ 質 問 回 答

○ 委員からの ７［漁業権等の消滅に係る補償］

意見・質問 （随意契約）

○ それに対する ・ 漁業補償金をどのようにして算 ・ 公共用地の取得に伴う損失補償

回答等 定しているのか、ルールや基準等 基準（昭和３７年１０月１２日用

を説明して下さい。 地対策連絡会決定）（以下、「用対

連基準」という。）に基づき、漁

業協同組合へ過去の漁獲高などの

調査ならびに資料収集及びどのよ

うな場所で漁業を行っているかど

うかなど漁業者へ聞き取りを行う

ことで、漁業補償金を算定してい

ます。

・ 漁業協同組合との交渉はどのよ ・ 漁業補償の制度や算定式の説明

うに行っているのでしょうか。 を何度も繰り返すことより行って

いますが、一度の説明ではなかな

かご理解いただけないのが現状で

す。

・ 漁業協同組合の言い値というわ ・ あくまで用対連基準に従い算出

けではないのでしょうか。 していますので、漁業協同組合の

言い値ではありません。

委員会による意見の なし

具申又は勧告の内容
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２．談合疑義案件の処理状況について

談 合 疑 義 件 数 ０件 （審議概要）

なし

意 見 ・ 質 問 回 答

○ 委員からの なし

意見・質問

○ それに対する

回答等

委員会による意見の なし

具申又は勧告の内容


